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プロジェクト 
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これまでの経緯 

1. 国際サステナビリティ基準審議会（以下「ISSB」という。）は、2023 年 5月 11 日に、公

開草案「SASB®スタンダードの国際的な適用可能性を向上させるための方法論及び SASB ス

タンダード・タクソノミのアップデート」（以下「本公開草案」という。）を公表した（コ

メント期限：2023 年 8月 9 日）。 

2. 当委員会は、本公開草案に対し、次のとおり検討を行った上で、2023 年 7 月 18 日付で

ISSB にコメント・レターを提出している1。 

サステナビリティ基準委員会 内容 

第 13 回（2023 年 5 月 18 日開催） 
 本公開草案の概要の理解 

 コメントの審議 

第 14 回（2023 年 6 月 1日開催）  コメントの審議 

第 15 回（2023 年 6 月 14 日開催）  コメントの審議 

第 16 回（2023 年 6 月 28 日開催）  コメントの審議 

3. ここで、オーストラリア会計基準審議会（AASB）より、当委員会の主要なコメントと AASB

の主要なコメントとの間に共通点が多くあるため、ISSB に対し、当委員会と AASB の連名

でコメントを出すことについて打診があった。 

4. このため、当委員会としてコメントした内容を逸脱しない範囲で、AASB と連名でコメン

ト・レターを提出することが考えられる。 

本日の審議事項 

5. 本日の委員会では、AASB との連名で提出する予定のコメント・レターの文案について、

ご意見をいただきたい。 

(1) AASB との連名でのコメント・レター文案（審議事項 B4-1 参照） 

                                                   
1 https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20230718.pdf 
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6. その上で、本公開草案に対し、サステナビリティ基準委員会とオーストラリア会計基準

審議会の連名でISSBにコメント・レターを提出することについてご了承をいただきたい。 

 

以 上 


